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表紙

　上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規定に
基づき書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記
載しておりません。

第21回定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項）
１．事業報告
　　「新株予約権等の状況」
　　「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
２．連結計算書類
　　「連結株主資本等変動計算書」
　　「連結注記表」
３．計算書類
　　「株主資本等変動計算書」
　　「個別注記表」

第21期
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
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新株予約権等の状況

新株予約権の総数 37,000個

新株予約権の目的である株式の種類と数
普通株式　3,700,000株（注）2
（新株予約権1個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個につき298円

新株予約権の払込期日 2022年４月28日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

１株につき100円（注）3

新株予約権の行使期間
2022年４月28日から2027年４月27日まで
（注）4

新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金

（注）6

新株予約権の行使の条件 （注）5

割当先 （注）7

１．事業報告
新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2025年
８月31日現在）
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
2022年４月27日開催の臨時株主総会決議に基づき発行した新株予約権（第12回新株予約権）

（注）１．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項　
付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。

１-１．本新株予約権の目的となる株式の総数は6,780,000株、割当株式数（別記「新株
予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。）は100株で確定しており、株価
の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１
項に定義する。）が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的と
なる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。なお、株価の上
昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額
は増加又は減少する。
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１-２．行使価額の修正基準
当社は2022年４月28日以降、当社経営上機動的な資金調達を行う必要があると
判断されるときなど、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議に
より行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議し
た場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以下、「本新株予約権
者」という。）に通知（以下、「行使価額修正通知」という。）するものとし、
当該通知が行われた日（以下、「通知日」という。）に、行使価額は、通知日
（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式
の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満の端数
を切上げた額（ただし、当該金額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回る
場合、下限行使価額とする。）に修正される。なお、以下に該当する場合には当
社はかかる通知を行うことができない。

　　　①金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であ
って同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

 なお、行使価額の修正は、本新株予約権者に対し本新株予約権の行使義務を発生
させるものではない。

１-３．行使価額の修正頻度
　　　　行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度修正される。
1-４．行使価額の下限

「下限行使価額」は当初100円とする。下限行使価額は2020年５月28日提出の有価
証券届出書のとおり発行した第11回行使価額修正条項付新株予約権の下限行使価
額が100円であったことを踏襲して今回の下限行使価額も100円とした。別記「新
株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定を準用して調整される。

1-５．割当株式数の上限
6,780,000株（発行済株式総数に対する割合は22.32％）

1-６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項に記載の行使
価額の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額）
698,204,400円（但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。）

1-7．本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能と
する条項が設けられている（詳細は、（注）９を参照）。

２.新株予約権の目的となる株式の数
２-１．本新株予約権の目的である株式の総数は、6,780,000株とする（本新株予約権１

個当たりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」という。）は100株とす
る。）。但し、本欄第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合には、
本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるも
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   　　　調整後割当

　　　　株式数
=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

のとする。
２-２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行使価額

（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項に定義する。）の調整を行う
場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１
株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整
後行使価額は別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定める調整前行
使価額及び調整後行使価額とする。

２-３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の
払込金額」欄第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定
める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

２-４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日
までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割
当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知
する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、
適用開始日以降速やかにこれを行う。

３.新株予約権の行使時の払込金額
３-１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行
使価額（以下に定義する）に割当株式数を乗じた額とする。

(2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式
１株あたりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、当
初、162円とする（以下、「当初行使価額」という。）。

３-２．行使価額の修正
2022年４月28日以降、当社経営上機動的な資金調達を行う必要があると判断さ
れるときなど、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行
使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場
合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以下、「本新株予約権者」
という。）に通知（以下、「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該
通知が行われた日（以下、「通知日」という。）に、行使価額は、通知日（通知
日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通
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調整後
行使価額

＝ 調整前
行使価額

×
既発行

普通株式数
＋

交付普通
株式数

×
１株当たり
払込価額

１株当たりの時価
既発行普通株式数　＋　交付割当株式数

取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満の端数を切上
げた額（ただし、当該金額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回る場合、
下限行使価額とする。）に修正される。なお、以下に該当する場合には当社はか
かる通知を行うことができない

①金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であ
って同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

３-３．行使価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により、当社

の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合
は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価
額を調整する。

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の
適用時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新
たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによ
る場合を含む。）（但し、新株予約権の行使、取得請求権付株式又は取得条項
付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当
社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通
株式を交付する場合を除く。）調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払
込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日と
する。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②　株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式
分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交
付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行又は付与
する場合、調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は
新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を

－ 4 －
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適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は
（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て
を受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降こ
れを適用する。
④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換え
に本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する
場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との
差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その
後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合に
は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差
額を差し引いた額を使用する。

(4）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小
数第２位を切り捨てるものとする。
②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される
日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京
証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。こ
の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位
を切り捨てるものとする。
③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける
権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない
場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の
発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を
控除した数とする。

(5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のた
めに行使価額の調整を必要とするとき。
②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の
発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。

(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日
までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整
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前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で
通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場
合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

４．本新株予約権の行使期間
2022年４月28日から2027年４月27日（但し、2027年４月27日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日）までとする。ただし、注９のとおり当社が本新株予約権
の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の
前日までとする。

５．その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部を行使することができる。但し、本新株予約権の１個未満の行使
はできない。なお、本新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点に
おける発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使すること
はできない。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の
１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と
する。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資
本準備金の額とする。

７．第三者割当の方法により、寺尾文孝氏に本新株予約権を割当てた。
８．本新株予約権の未行使残高

　　　2025年８月31日現在の未行使残高は37,000個
９．当社は、2023年４月28日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下、

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約
権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の２週間前までに行うことによ
り、取得日の到来をもって、新株予約権の発行価額である、本新株予約権１個当た
り298円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数を生じた
ときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は
一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選そ
の他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第２項
に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第４項にしたがって公表され
ていないものが存在する場合には当社はかかる通知又は公告を行うことができな
い。
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新株予約権の総数 232,600個

新株予約権の目的である株式の種類と数
普通株式　23,260,000株（注）１
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個につき0.01円

新株予約権の払込期日 2023年11月29日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株につき25円（注）２

新株予約権の行使期間 2023年11月30日から2028年11月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合
における増加する資本金及び資本準備金

（注）３

新株予約権の行使の条件 （注）４

割当先 （注）５

2023年11月28日開催の第19回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権
（第14回新株予約権）

2023年11月28日開催の第19回定時株主総会決議に基づき発行した第14回新株予約権は、す
べての行使が完了しております。

2023年11月28日開催の第19回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権
（第15回新株予約権）

（注）１．割当株式数は、以下の規定に従って調整される。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものと
する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株
予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数について
は、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議によ
り、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。

２-１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価
額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円
未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

－ 7 －



2025/10/31 11:33:01 / 25234999_ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社_招集通知

新株予約権等の状況

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行普通株式数

既発行普通株式数＋交付普通株式数

２-２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行
し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場
合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、において「行使価額」
という。）は、25円とする。

２-３．行使価額の修正
行使価額の修正は行わない

２-４．行使価額の調整
(１)当社は、第15回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普

通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能
性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもっ
て行使価額を調整する。

(２)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用
時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに交付する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式
若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付
を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の
請求又は行使による場合を除く。）、調整後行使価額は、払込期日（募集に際し
て払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同
じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以
降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価
額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普
通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当
社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準
日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当をすると
きは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の
定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む。）又は当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権
利（但し、第13回新株予約権及び第14回新株予約権を除く。）を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株
式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の
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株式数 ＝
（調整前行使価額ー調整後行使価額） × 調整前行使価額に当該期

間内に交付された株式数
調整後行使価額

取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみ
なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は
新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降こ
れを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌
日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当
社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債そ
の他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額
は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しく
は新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で
請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を
準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用す
る。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債
に付されたものを含む。）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整
後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、
かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当
社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、
調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場
合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予
約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の
交付数を決定するものとする。

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行
わない。

(３)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が
0.01円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後
の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価
額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた
額を使用する。

(４)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①0.01円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま
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た、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における
当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を
控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用す
る交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられ
る当社普通株式数を含まないものとする。

(５)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、
当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社

を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とする
とき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ
り行使価額の調整を必要とするとき。

(６)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書
面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の
日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、
本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができな
いときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

３-１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に
係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本
新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式
の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

３-２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金
の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切
り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額を増加する資本準備金の額とする。

４．本新株予約権の一部行使はできない。
５．第三者割当の方法によりEVO FUNDに本新株予約権を割当てた。

（2024年４月８日開催の取締役会において、田邊󠄇勝己に264,000個、星山和彦に
66,000個を譲渡することを承認し、譲渡されました。
2025年５月27日開催の取締役会において、南壮栄に30,000個を譲渡することを承認
し、譲渡されました。
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2025年７月14日開催の取締役会において、株式会社ロビージャパンに30,000個、バ
リューフード株式会社に10,000個を譲渡することを承認し、譲渡されました。）

６．本新株予約権の未行使残高
2025年８月31日現在の未行使残高は232,600個
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要と運用状況
　　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、当社グループの取締役、使用人が法令及び定款等を遵守する行動を確保するた
め、行動規範を含む「WHDCグループ企業憲章」、「コンプライアンス方針」及び「コ
ンプライアンス規程」を制定し、当社及び子会社の取締役は、自らこれを遵守し、いささ
かもこれに反する行動を行ってはならない。また、当社及び子会社の使用人に対しては、
その遵守することを周知徹底する責任を負うものとする。（※WHDC：当社社名THE 
WHY HOW DO COMPANY株式会社を略しております）

(2)当社グループは、内部通報制度を設け、「コンプライアンス規程」に違反行為が行われ、
又は行われようとしていることを当社及び子会社の取締役並びに使用人等が知った際に、
通報できる体制を設けることとする。寄せられた事案は、「内部通報規程」に基づき適切
に対応し、通報者等のプライバシーについては、同規程に従い、厳重に保護する。

(3)当社グループは、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令、定款及び社内規程に適合す
ることを確保するため、継続して教育研修を実施する。

(4)当社グループは、反社会的な活動や勢力に対して一切の関係を持たず、反社会的勢力から
の不当要求に対しては組織全体として毅然とした対応を取る。

［運用状況］
　行動規範を含む「WHDCグループ企業憲章」、「コンプライアンス方針」及び「コン
プライアンス規程」は、当社グループの全役職員への周知を図るため、毎期その内容を認
識させております。また内部通報に係る「内部通報規程」に基づき通報窓口を設置すると
共に、社内掲示板等を通じて周知徹底させております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、重要な会議の議事録、取締役の職務遂行に係る情報を含む重要な文書等は、「文

書管理規程」及び「情報セキュリティ規程」に基づき適切に保存管理する。
(2)取締役の職務の遂行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適

時閲覧可能な状態を維持する。
［運用状況］

　「文書管理規程」及び「情報セキュリティ規程」に基づき、情報及び文書の保存と管理
を実施しております。
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③リスク管理に関する規程その他の体制
(1)当社及び子会社の取締役は、全社的なリスク管理及び危機管理対策から成るリスク管理体

制を適切に構築し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させる。
(2)リスク管理体制については、「リスク管理規程」を定めるとともに、継続的な改善活動を

行うとともに、教育研修を適宜実施する。
(3)事業活動に伴う各種のリスクについては、当社及び子会社の所管部門長が職務執行の中で

管理することを基本とするが、複数の所管部門に係る場合には、管理本部管掌取締役が適
切に管理統括する。

(4)全社的なリスクマネジメントの推進及びリスク管理に関する課題抽出とその対応策を協議
し、リスクの顕在化による損害を最小限にするための組織として、当社及び子会社の取締
役及び部門長を委員とし、取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設ける。なお、監
査役は内部統制システムの構築状況を監査するために参加することができる。

(5)事業の重大な障害、瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の発生に備え、対
応組織の設置、情報連絡体制の構築等について「危機管理規程」に定めるとともに、危機
発生時には、規程に基づき対応する。

［運用状況］
　当社では、自らがおかれている外部環境及び内部要因を適宜分析し、事業上のリスクを
取締役会ならびに経営会議において常に把握するとともに、法律上の判断が必要な場合は
顧問弁護士から適宜助言を受けて予防と対策を講じる体制をとっております。現在、リス
ク情報の一元化の強化に向け管理体制の整備を行っているとともに、経営陣のみならず全
社員のリスクに対する認識の周知徹底に努めております。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、取締役会の機能強化と効率的な運営に努めなければならない。また、取締役

は、取締役会及び経営改革会議等重要な会議において経営判断の原則に基づき意思決定を
行う。

(2)当社は定款及び取締役会規程に基づき、原則月１回、また必要に応じて適宜臨時取締役会
を開催する。また、その意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を２名以上置くもの
とする。

(3)取締役会の決定に基づく職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、
取締役及び使用人がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。

［運用状況］
　当事業年度において、取締役会は17回開催しており、「取締役会規程」及び「職務権
限規程」等において該当する業務執行上の重要議案を決議すると共に、取締役の職務執行
を監督しております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、企業集団の会社間の取引については、法令に従い適切に行うものとする。
(2)子会社の取締役及び使用人は、その職務の執行に係る事項に関しては法令、定款及び会社

の定める規程に基づき承認又は報告手続きを取らなければならない。また重要なリスクは
適時本社へ報告する。

(3)当社は、子会社に対して、子会社の事業内容や規模等に応じて取締役会非設置会社とする
ことや、子会社の取締役等のみで決議が可能な事項等について基準を定める等、子会社の
取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。

(4)当社の内部監査室は、当社グループにおける内部監査を統括し、当社グループの内部統制
の整備・運用状況の評価、業務執行状況の監査及び改善提案を行う。

(5)当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、子会社に関する業務の円滑
化と管理の適正化を図ることを目的として、子会社・関連会社管理規程を制定する。

［運用状況］
　当社では、子会社の業務の適正を確保するため、企業憲章、財務報告基本規程、内部統
制委員会規程、コンプライアンス方針、コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュ
アル、リスク管理規程、内部通報規程等については、グループ全体に適用として定めてお
ります。また各子会社においては、取締役会規程、経理規程、組織規程、職務権限規程等
重要規程から順次整備をすすめております。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、速やかに設置する。その

場合には、監査業務に関しては当該使用人が取締役等の指揮命令を受けないこととし、取
締役からの独立性を確保する。

(2)監査役は補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保に必要な事項として、補助使用人の
権限・属する組織、補助使用人に対する指揮命令権、補助使用人の人事に対する監査役の
同意権等について検討する。

［運用状況］
　内部監査室が監査役と連携し、業務監査及び内部統制監査に対応しております。また、
その人事異動については、監査役の意見を尊重しております。なお、当該体制は適正に運
用されているが、当期に関しては監査役が補助使用人を置くことの要請はありませんでし
た。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1)取締役は、会社の信用の著しい低下、業績への重大な影響、法令定款違反等の事実が発生

したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに監査役に報告するとともに、監査役の
求める事項について必要な報告をする。また、使用人から監査役に対し必要かつ適切な報
告が行われるよう体制が整備されている。

(2)子会社の取締役及び使用人が監査役に適切に報告が行われるよう体制が整備されている。
(3)前号の報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保す

る体制が整備されている。
(4)前各号の体制は、取締役会規程及び監査役監査規程に基づき整備されている。
［運用状況］

　監査役は、取締役会、内部統制委員会に出席し、業務執行が適切に行われているかの確
認をすると共に、必要に応じて意見を述べております。
　監査役は、当社及び子会社の業務監査を通じて取締役及び幹部職員との意思疎通と情報
交換を行っております。「内部通報制度」に基づく通報については、内部監査室が、監査
役及び顧問弁護士に報告し、その状況を把握の上、代表取締役社長と協議し対策を図りま
す。また通報者に対して不利な取扱いは行いません。

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役の独立性を担保するため、その過半数を社外監査役とする。
(2)取締役社長及び取締役は、監査役との間で定期的に会合を行うほか、監査役の職務執行の

ために必要な監査環境を整備しなければならない。
(3)監査役が内部統制委員会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることがで

きる体制を整備する。
(4)監査役の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他職務執行について

生じる費用又は債務の処理は、監査役からの請求に基づき速やかに支払わなければならな
い。

(5)内部監査室は、内部監査の計画と結果及び監査役が要求した事項の内部監査を実施し、そ
の結果を監査役会へ報告する。

(6)当社及び子会社の監査役は、企業集団の内部統制システムの状況に関して情報共有しなけ
ればならない。

［運用状況］
　監査役は、監査役監査計画を作成すると共に、監査状況についても取締役会に報告して
おります。また代表取締役社長と随時意見交換を行っております。会計監査人から、四半
期ごとに監査意見の報告を受けるほか、必要に応じ随時意見交換を行っております。監査
役は、内部監査室が実施する内部監査に立ち会うと共に、その監査報告と是正について監
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査役会に報告を求めております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2024年 ９月１日から
2025年 ８月31日まで )

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,617,944 2,763,153 △3,663,149 △161 717,786

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 444,251 444,251 ― ― 888,503
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ ) ― ― △69,043 ― △69,043
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 444,251 444,251 △69,043 ― 819,459

当 期 末 残 高 2,062,195 3,207,405 △3,732,193 △161 1,537,246

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計

為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 31,181 31,181 11,031 16,617 776,617

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 ― ― ― ― 888,503
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ ) ― ― ― ― △69,043
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △31,181 △31,181 △３ 12,949 △18,236

当 期 変 動 額 合 計 △31,181 △31,181 △３ 12,949 801,223

当 期 末 残 高 － － 11,028 29,566 1,577,840

２．連結計算書類

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴ 連結の範囲に関する事項
　　・連結子会社の数 ７社
　　・連結子会社の名称 WHDCアクロディア株式会社

株式会社渋谷肉横丁
株式会社インタープラン
株式会社SOUND　PORT
Pavilions株式会社
株式会社ドリームプラネット
株式会社サンライズジャパン
　当連結会計年度より、株式会社サンライズジャパン，株式会
社ドリームプラネットを子会社したため、連結の範囲に含めて
おります。なお、WHDCエンタテインメント株式会社、
GUAM ENTERTAINMENT SYSTEMS, LLC、株式会社宇
部整環リサイクルセンターの全株式を譲渡したことにより連結
子会社でなくなったため、連結の範囲から除外しております。

　・非連結子会社の状況　　　該当事項はありません。
⑵ 持分法の適用に関する事項
　　該当事項はありません。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　連結子会社のうち、株式会社サンライズジャパン、株式会社ドリームプラネットの決算

日は10月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実施した
仮決算に基づく計算書類を使用しております。なお、その他の連結子会社の事業年度の末
日は、連結決算日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産
・製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
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・商品 主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
なお、新たに加わった連結子会社については、株式会社ドリー
ムプラネットは総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、株式会社サ
ンライズジャパンは先入先出法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用
しております。

・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

・原材料 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産 主として定率法を採用しております。但し、2016年４月１日

以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物 ２～47年
　工具、器具及び備品 ２～８年
　機械装置及び運搬具　 ２～６年

ロ. 無形固定資産
・自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（１～５年）に基づく定額法を採用
しております。

・商標権 定額法（10年）を採用しております。
・のれん 定額法（10年）を採用しております。

③ 繰延資産の処理方法
　株式交付費 支出時に全額費用処理しております。
④ 重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
　　　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。

　　ア.ソリューション事業
　1.受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

　　　契約に基づく開発作業を進めるにつれ顧客に対する履行義務が充足されると判断し、  
履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る
進捗度の見積り方法は、プロジェクトの総見積原価に対する連結会計年度末までの発生
原価の割合（原価比例法）によって算定しております。なお、進捗度を合理的に見積も
ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込
まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、契約にお
ける開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件
については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
2．ソーシャルゲーム等のコンテンツサービスに係る収益及び費用の計上基準

　　　当社が運営・配信しているコンテンツは、アイテム課金等の方法により運営を行って
おります。アイテム課金については、顧客であるユーザーが当該アイテム等を用いてゲ
ームを行い、当社がアイテムごとに定められた内容の役務提供を行うことで履行義務が
充足されるものと判断しております。そのため、コンテンツ内アイテムを購入した時点
以降のアイテム使用期間を見積り、当該見積り期間に応じて収益を認識しております。

　　イ.飲食関連事業
　　　顧客との契約から生じる収益は主に商標権の管理及び賃貸飲食店物件の転貸（サブリ

ース）によるものであります。サブリース物件は転貸賃借人との賃貸借契約に基づき、
電気ガス等を提供する義務等を負っております。当該履行義務は一定の期間を経る毎に
当該期間にわたる契約上の履行義務が充足したものとして、当該期間にわたる収益を認
識しております。

　　ウ.教育関連事業
　　　顧客との契約から生じる収益は主に求職者向けの職業訓練プログラムを提供し、顧客

との契約に基づき履行義務を識別しております。これらの履行義務は、履行義務が一時
点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される
場合には顧客との契約における履行義務の充足に伴い、定額で、又は進捗度に応じて収
益を認識しております。

　　エ.エンタテインメント事業
　　1．ファンクラブ収入
　　　ファンクラブ収入については、アーティストのファンクラブの会費から得られる収入

であります。当該履行義務は会員期間に亘って充足され、収益を認識しております。
　　2．印税収入
　　　印税収入については、主にアーティストが楽曲を創作し販売することや顧客による二

次利用がなされることによりレコード会社又は著作権管理団体等から得られる収入であ
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り、顧客に対して当社が保有する原盤権及び著作権等の使用を許諾する義務を負ってお
ります。当該履行義務は、顧客が当該原盤権及び著作権等を使用することよってその使
用量に基づいたロイヤリティとして充足されるため、レコード会社又は著作権管理団体
からの印税通知書等の到着をもって不確実性が解消されたことを確認し、回収可能性が
保証された時点で、収益を認識しております。

　　3．出演収入
　　　主にアーティストが音楽配信番組、新聞・雑誌（執筆、インタビュー）、その他あら

ゆる種類のメディア等に出演することにより得られる収入であり、顧客に対してこれら
媒体への出演等の役務を提供する義務を負っております。当該義務履行は役務提供の完
了をもって充足され、収益を認識しております。

　　オ.ライフスタイル事業
　　商品または製品の販売は、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。ただ

し、国内販売は、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期
間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。その他、日焼けサ
ロンの運営事業は、サービスの提供時点において顧客が支配を獲得し履行義務が充足さ
れると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識しております。また、収益
は、顧客との契約において約束された対価から値引きなどを控除した金額で測定してお
ります。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
⑦ のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５～10年間の定額法により償却を行っております。
⑧ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
　　グループ通算制度の適用
　　　当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月
28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用してお
ります。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022
年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会
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当連結会計年度
有形固定資産 75,240千円
無形固定資産（のれんを除く） 26,329千円
減損損失 47,473千円

当連結会計年度
のれん 108,455千円
のれん償却額 10,392千円
のれん償却額（特別損失） ―千円
減損損失 ―千円

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。）第65－２項
(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更によ
る連結計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
⑴ 固定資産の減損
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し、資産の
グルーピングを行っております。固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループ
について、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額
が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失として計上しております。減損損失の認識の要否の判定において使用される割引前将来
キャッシュ・フローの見積りは、取締役会にて承認された翌期の予算を基礎として作成し
ておりますが、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可
能性があり、実際の収支が見積りと異なった場合には、減損損失の計上に伴い、翌連結会
計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

⑵ のれんの減損
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、のれんについて、帰属する複数の資産または資産グループにのれんを
加えたより大きな単位で減損損失の兆候の識別、減損損失の認識および測定を行っていま
す。減損の兆候がある場合には、のれんを含まない各資産グループにおいて算定された減
損損失控除前の帳簿価額にのれんの帳簿価額を加えた金額と、割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失として計上しております。また、当社の計算書類上、関係会社株式の簿価を
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 74,880,693株 35,540,000株 －株 110,420,693株

減損処理した場合には、のれんの一括償却の要否について検討を行っています。減損損失
の認識の要否の判定において使用される割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、取締
役会にて承認された翌期の予算を基礎として作成しておりますが、当該見積りは将来の不
確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の収支が見積りと異
なった場合には、減損損失の計上に伴い、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を
与える可能性があります。

⑶　貸倒引当金
　　①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　　貸倒引当金（流動）45,572千円
　　　貸倒引当金（固定）972,113千円
　　②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　　当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、損失の見積額について、貸

倒引当金を計上しております。一般債権は、貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破
産更生債権は、債権額から回収見込み額を減額し、その残額について債務者の財政状態
及び経営成績を考慮して貸倒見積額を算定する財務内容評価法に基づきそれぞれ引当金
を計上しております。

　　　　なお、相手先の財政状況が悪化した場合、翌事業年度以降の連結計算書類に重要な影
響を与える可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記
　　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　549,194千円
　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の総数に関する事項

※当連結会計年度における増加株式数は第14回及び15回新株予約権の行使によるものであり
ます。
⑵ 自己株式の数に関する事項

普通株式　　　　　　　　93株
⑶ 配当に関する事項

該当事項はありません。
⑷ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的と

－ 23 －



2025/10/31 11:33:01 / 25234999_ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社_招集通知

連結注記表

なる株式の数
普通株式　　26,960,000株

６. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用について、短期的かつリスクの少ない商品に限定しており、
投機的な取引は行いません。また、短期的な運転資金を銀行借入等により調達しておりま
す。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金及び長期未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。一
部海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は為替変動リスクに晒されており
ます。
　短期貸付金及び長期貸付金は、一部担保の設定はありますが、貸付先の返済能力の減少
による信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金、未払法人税等、未払金及び未払費用は、そのほとんどが１年以
内の支払期日であります。
　短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であります。
　長期預り保証金は、テナント賃貸借契約等に係る敷金及び保証金であります。
　再生債務は、連結子会社である株式会社サンライズジャパンの再生手続きによるもので
あります。
　また、これらの営業債務及び金銭債務は、流動性のリスクに晒されておりますが、当社
グループは各社が資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、当社グループの与信管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び
残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念を早期に把握するように
努めております。

ロ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、適時に資金繰り計画表を作成・更新するとともに、手許流動性の維
持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 長期貸付金 1,179,510
貸倒引当金　(※) △734,045
差引 445,465 444,473 △991

(2)  長期未収入金 283,408
貸倒引当金　(※) △238,067
差引 45,340 45,340 ―
資　産　計 490,805 489,813 △991

(1) 長期借入金 270,869 270,771 △98
(2) 長期預り保証金 8,000 7,706 △293
(3) 再生債務 153,679 147,326 △6,353

負　債　計 432,548 425,804 △6,744

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びの差額これらについては、次
のとおりであります。また、現金及び預金、売掛金、短期貸付金、買掛金、短期借入金、未
払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか
ら、注記を省略しております。

（※）長期貸付金及び長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の三つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形
　　　　　　　　成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格
　　　　　　　　により算定した時価

　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
　　　　　　　　　　以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（１）長期貸付金 ― 444,473 ― 444,473

（２）長期未収入金 ― 45,340 ― 45,340

合　計 489,813 489,813

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（1）長期借入金 ― 270,771 ― 270,771

（2）長期預り保証金 ― 7,706 ― 7,706

（3）再生債務 ― 147,326 ― 147,326

合　計 425,804 425,804

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数利用している場合には、それらのイン
プットそれぞれに属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
①時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　長期貸付金、長期未収入金

　長期貸付金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付を行った場合に想定され
る利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

　長期借入金
　長期借入金の時価は、金利条件等から時価が帳簿価額と近似しているものは当該帳簿
価額を時価としており、その他は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合
に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。これらの時価は、レベ
ル２の時価に分類しております。

　長期預り保証金
　長期預り保証金は、将来のキャッシュ・フローを無リスクの利子率で割り引いた現在
価値により算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

　再生債務
　　　　再生債務は、将来のキャッシュ・フローを無リスクの利子率で割り引いた現在価値によ

り算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント

そ の 他

( 注 ) 2
合 計ソリューシ

ョ ン 事 業

飲 食 関 連

事 業

教 育 関 連

事 業

エ ン タ テ

イ ン メ ン

ト 事 業

産業廃棄物

処 理 事 業

ライフスタ

イル事業
計

売 上 高

コ ン テ ン ツ サ

ー ビ ス
156,377 － － － － － 156,377 － 156,377

プ ラ ッ ト

フ ォ ー ム
78,370 － － － － － 78,370 － 78,370

飲 食 関 連

事 業
－ 51,786 － － － － 51,786 － 51,786

教 育 関 連

事 業
－ － 176,009 － － － 176,009 － 176,009

エ ン タ テ イ ン

メ ン ト

事 業

－ － － 996,503 － － 996,503 － 996,503

産 業 廃 棄 物 処

理 事 業
－ － － － － － － － －

ラ イ フ ス タ イ

ル 事 業
－ － － － － 257,769 257,769 － 257,769

そ の 他

( 注 １ ）
29,422 － － － － － 29,422 5,300 34,722

顧 客 と の 契
約 か ら 生 じ
る 収 益

264,170 51,786 176,009 996,503 － 257,769 1,746,239 5,300 1,751,539

外部顧客へ
の 売 上 高

264,170 51,786 176,009 996,503 － 257,769 1,746,239 5,300 1,751,539

７．収益認識に関する注記
　１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）1.その他は、主として、ソリューション事業に係る運用・保守サービス収益及びスポット
受託開発収益等であります。

2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
3．報告セグメントとして「ライフスタイル事業」を当事業年度より追加しております。
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⑴ １株当たり純資産

⑵ １株当たり当期純損失

　13円92銭

　  0円73銭

　２．収益を理解するための基礎となる情報
　　「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　（４）．会計方針に関する事項　

⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するた
めの情報

　①契約資産及び契約負債の残高等
　　当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も

発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充
足）した履行義務から、当事業年度に認識した収益に重要性はありません。

　②残存履行義務に配分した取引価格
　　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約

期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価額に含まれていない重要な金額はあ
りません。

８. １株当たり情報に関する注記
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① 行使新株予約権の個数 210,000個
② 資本金の増加額 262,500,000円
③ 資本準備金の増加額 262,500,000円
④ 増加した株式の種類及び株数 普通株式 21,000,000株

９. 重要な後発事象に関する注記
（新株予約権の行使による増資）

2025年９月１日から2025年10月28日の間に新株予約権の行使が行われてお
り、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりでありま
す。

以上の結果、2025年10月28日現在の発行済株式総数は131,420,693株、
資本金は2,324,696,925円、資本準備金は3,469,906,583円となっておりま
す。

（子会社株式の取得）

当社は、2025年９月18日開催の取締役会において、株式会社スティルアン（以下

「スティルアン」という。）の株式を取得し、子会社化することを決議し、同日付で株

式譲渡契約を締結し、株式を取得しました。

１．株式取得の理由
スティルアン社は、浜松市を中心としてブライダル事業等を展開しており、静岡県西

部で地域一の事業規模と高い知名度及び顧客評価を有し、自社所有権の不動産等の施設
により安定した婚礼衣装・式場運営・レストラン・宴会等を一体で提供できる事業モデ
ルを確立しています。

スティルアン社の創業者の長年の努力により確立された事業モデルは、当社グループ
の長期保有型Ｍ＆Ａの戦略に適合すると判断し、この度、協議が整いました。スティル
アン社はコロナ禍にあっても黒字を維持するなど、非常に高い競争力を有しており、こ
れにより当社グループの売上高において約14億円、修正EBITDAにおいて約１億円を超
える増加が見込まれ、当社の収益改善に大きく貢献するものと考えております。

また、当社グループにおけるシナジーの観点から、当社のエンタテインメント事業を
担う当社子会社株式会社Pavilions代表取締役・小室哲哉氏の代表曲を含む数々のウェデ
ィングソング等の知的財産権も活用し、スティルアン社とのコラボレーションによる顧
客満足度を向上させるウェディングコンテンツの発信を進めてまいります。また、国内
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（１）　名称 株式会社スティルアン

（２）　本店所在地 静岡県浜松市中央区田町326番地30

（３）　代表者の役職・指
名

代表取締役　石川　学

（４）　事業内容
婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、レ
ストラン事業（オーベルジュ・グランピング）、宴
会・プロデュース事業

（５）　資本金の額 10百万円

（６）　設立年月日 2001年12月25日

（７）　発行済株式数 200株

（８）　大株主及び持株比
率

石川　学（100％）

のブライダル・宴会市場は少人数・レストラン型が流行し、体験価値重視など質的なシ
フトが進展しているところ、当社が進めるＡＩによる取得Ｍ＆Ａ案件の事業最適化、合
理化分析により、スティルアン社の事業価値を一層バリューアップする所存です。

これらの観点から当社がスティルアン社の株式全部を取得することは、当社グループ
の企業価値の持続的な向上に大きく資するものと考えております。本件は、今期2025年
９月に新設したＭ＆Ａ戦略本部による第一号案件であり、短期的な利益獲得を目指すの
ではなく、当社グループの「Ｍ＆Ａ安心宣言」で約束した、現場主義を第一義に基づき
取得した企業に伴走し、惜しみない支援をすることによる長期的な成長を目指して、
「結婚式を挙げて良かった」という感動の価値を広く発信し、利益拡大と社会貢献の両
立を図るとともに、浜松地域の発展に寄与してまいります。

おって、当社は、Ｍ＆Ａ案件として、前期に取得したカプセルトイ事業の株式会社ド
リームプラネット及び日焼け機器販売等事業の株式会社サンライズジャパン並びに既存
の子会社に加えて、スティルアン社についても、ＡＩによるバリューアップに加え、今
後PMI（Post Merger Integration）管理体制を組成してデジタルマーケティングチーム
によるSNS及びPRの強化や、経営管理チームによる人事・総務経理等の経営管理を強化
し、総合Ｍ＆Ａ企業として質の高いコンサルティング能力を高めてまいる所存です。

２．異動する子会社（株式会社スティルアン）の概要
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連結注記表

（１）　氏名 石川　学

（２）　住所 静岡県浜松市中央区

(１)    取得株式数
200株
（所有割合：100％）
（議決権所有割合：100％）

(２)    取得価額
株式会社スティルアンの普通株式      480百万円
アドバイザリー費用等　　　　　　　　 74百万円

(３)    異動後の所有株式
数

200株
（所有割合：100％）
（議決権所有割合：100％）

３．株式取得の相手先の概要

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

５．株式譲渡実行日
2025年９月30日

（子会社株式の取得）
当社は、2025年10月22日開催の取締役会において、株式会社グッドマン（以下「グ

ッドマン」という。）の株式を取得し、子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡
契約を締結しました。

１．株式取得の理由
当社グループは、2025年8月に発表した「M＆A安心宣言」に基づき、「売却を前提と

しない人助け長期併走型M＆A」を推進しており、AIバリューアップ本部によるAI技術
活用による中長期目標であるグループEBITDA10億円の実現に向けた取組を積極的に進
めております。

今期（2025年9月1日から2026年8月31日）におけるM＆A第二号案件として、株式会
社グッドマンの株式取得を決議いたしましたのでご報告いたします。

全国の水道管の老朽化は深刻な社会問題となっており、その多くの管路は昭和30～40
年代の高度経済成長期に整備されたものです。2025年１月発生の下水道管破裂によると
見られる埼玉県八潮市道路陥没事故は記憶に新しいところです。

全国的に地下配管の交換率は低水準にとどまっており、このままのペースでは、管路
の交換・改修には極めて長い年月を要する状況にあり、交換にかかる莫大なコストが自
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連結注記表

治体の財政を圧迫し、対策の遅れや問題の先送りが続いているのが現状です。このた
め、グッドマン社の製品の需要は近年大幅に高まっております。

このまま老朽化が進めば、水道インフラの維持に支障を来し、生活や災害対応に重大
な影響を及ぼすおそれがあります。こうした社会的課題に対し、グッドマン社は40年以
上にわたり、漏水探索機器や電気通信測定器など、電気・通信・水道といった社会イン
フラの維持管理に欠かせない専門機器の輸入・製造・販売を行い、国内市場で高い信頼
と実績を築いてまいりました。グッドマン社の取引先は、全国の工事関係製品の商社で
あり、エンドユーザーは配管等の工事会社となります。

同社は、ドイツ・英国・米国などの海外有力メーカーとの長期的な協力関係を通じて
国内市場でシェアを伸ばし存在感を高めており、自社開発製品であるトレーサーガス方
式による漏水探索装置「ハイドロトレーサー（特許第6533279号）」をはじめ、高精度
で実用性の高い製品を提供しています。

近年では、AI技術を活用した常時自動監視型漏水探索機を導入し、AI技術を用いた新
しい方式での地下配管改修モデルを構築しています。

当社は、企業の社会貢献の視点やSDGsへの取り組みの視点と、AIバリューアップ本
部との連携によるAI技術による社会インフラ整備事業に大きな可能性と市場拡大を期待
できると判断しました。

AI技術を用いた地下配管の検査装置等の販売市場は大きなものと判断しています。
グッドマン社は、製造・修理部門の新設によるアフターサポート体制の強化など、製

品開発から保守まで一貫した対応を可能とする体制を整備しており、社会インフラの維
持管理分野でさらなる成長が期待されます。

当社は、こうしたグッドマン社の技術、製品開発力、顧客基盤、ブランド力に、当社
が有する経営管理体制、営業推進力およびAIバリューアップ本部のノウハウを融合する
ことで、製品ラインアップの拡充、販売チャネルの多角化、事業運営の効率化やデータ
活用による付加価値向上など、複数の領域での相乗効果を追求してまいります。今後
は、創業者が築いてきた企業文化と人材を尊重しながら、当社グループのPMI（経営統
合）体制を通じて経営基盤の強化と持続的な成長を支援していく方針です。

本件株式取得は、当社グループにとって技術系事業ポートフォリオの拡充および社会
インフラ領域における安定した収益基盤の確立に資するものであり、企業価値の持続的
な向上につながる重要な取組みと位置づけております。
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連結注記表

（１）　名称 株式会社グッドマン

（２）　本店所在地 神奈川県横浜市金沢区六浦東２－３－３

（３）　代表者の
　　　　役職・指名

代表取締役　渡邊　研一

（４）　事業内容

電話線・通信線・電力線用探索機、同関連測定器の輸
入販売、配管診断装置、埋設物探査装置の輸入販売
電設工事用工具の輸入販売、漏水探索機の開発・製造
及び輸入販売

（５）　資本金の額 10百万円

（６）　設立年月日 1988年３月5日

（７）　発行済株式数 200株

（８）　大株主及び
　　　　持株比率

渡邊　研一（100％）

（１）　氏名 渡邊　研一

（２）　住所 神奈川県横浜市

(１)    取得株式数
200株
（所有割合：100％）
（議決権所有割合：100％）

(２)    取得価額
株式会社グッドマンの普通株式     330百万円
アドバイザリー費用等（概算）　　 63百万円

(３)    異動後の所有
　　　株式数

200株
（所有割合：100％）
（議決権所有割合：100％）

２．異動する子会社（株式会社グッドマン）の概要

３．株式取得の相手先の概要

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

５．株式譲渡実行日
2025年10月31日
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（資本金及び資本準備金の額の減少の額の減少並びに剰余金の処分）

　2025年10月28日開催の取締役会において、2025年11月27日に開催予定の第21回定

時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件に関する議案

を付議することを決議いたしました。

当社は、2025年８月31日現在で3,917,038,118円の繰越利益剰余金の欠損を計上し

ております。

つきましては、この欠損金を補填し、財務体質の健全化を図ることを目的として、資

本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

具体的には、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び

資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第

452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるもの

であります。

１．資本金の額の減少の内容

(1)減少する資本金の額

2025年８月31日現在の資本金の額2,062,195,875円のうち、1,062,195,875円を

減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を

1,000,000,000円と致します。

(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日

　　2026年１月８日

２．資本準備金の額の減少の内容

(1)減少する資本準備金の額

2025年８月31日現在の資本準備金の額3,207,405,533円のうち、2,854,842,243

円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金

の額を352,563,290円といたします。

(2)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

　　2026年1月８日

３．剰余金の処分内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が生じる

ことを条件として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填

補に充当いたします。これにより振替後の繰越利益剰余金の額は０円となります。
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(1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金           3,917,038,118円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金              3,917,038,118円

４．日程
(1) 取締役会決議日     2025年10月28日
(2) 定時株主総会決議日     2025年11月27日（予定）
(3) 債権者異議申述公告日     2025年12月５日（予定）
(4) 債権者異議申述最終期日   2026年１月５日（予定）
(5) 減資の効力発生日     2026年１月８日（予定）

なお、当社が発行している新株予約権が、資本金及び資本準備金の額の減少が効力を

生ずるまでの期間に行使された場合、資本金及び資本準備金の額並びに減少後の資本金

及び資本準備金の額が変動いたします。
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株主資本等変動計算書

( 2024年 ９月１日から
2025年 ８月31日まで ）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,617,944 2,763,153 2,763,153 △3,714,303 △3,714,303

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 444,251 444,251 444,251 ― ―

当 期 純 損 失 ( △ ) ― ― ― △202,734 △202,734
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 444,251 444,251 444,251 △202,734 △202,734

当 期 末 残 高 2,062,195 3,207,405 3,207,405 △3,917,038 △3,917,038

株 主 資 本
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 △161 666,632 11,031 677,664

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 ― 888,503 ― 888,503

当 期 純 損 失 ( △ ) ― △202,734 ― △202,734
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） ― ― △３ △３

当 期 変 動 額 合 計 ― 685,769 △３ 685,765

当 期 末 残 高 △161 1,352,401 11,028 1,363,430

（単位：千円）

　

３．計算書類

株主資本等変動計算書
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個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法によっております。但し、2016年４月１日以降取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物 ７～15年
　工具、器具及び備品 ３～８年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（１～５年）に基づく定額法を採用
しております。

⑶ 繰延資産の処理方法
　　株式交付費 支出時に全額費用処理しております。

⑷ 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑸ 収益及び費用の計上基準
　　　当社は顧客との契約から生じる収益に関する重要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りでありま
す。

　・経営指導料
　経営指導料については、子会社への契約内容に応じたサービスを提供することが履行
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個別注記表

当事業年度
有形固定資産 19,691千円
無形固定資産 －千円
減損損失 2,473千円

当事業年度
関係会社株式 105,250千円
関係会社株式売却益 13,131千円

義務であり、サービスを提供した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時
点で収益を認識しております。
・受取配当金
　受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益認識をしております。

⑹ その他計算書類作成のための基本となる事項
　グループ通算制度の適用
　　当社は、グループ通算制度を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しておりま
す。

　　　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類へ
の影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
⑴ 固定資産の減損
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記（1）固定資産の減損　②識別した項目
にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した事項と同一であるため、
記載を省略しております。

⑵ 関係会社株式の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　市場価格のない関係会社株式は、取得原価と発行会社の純資産を基礎として算定した実
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個別注記表

貸倒引当金（流動） 75,053千円
貸倒引当金（固定） 1,181,308千円

子会社である株式会社渋谷肉横丁の建物賃貸借契約に係る債務（月額賃料等総額979千
円）について連帯保証を行っております。

短期金銭債権 85,103千円
長期金銭債権 424,329千円

① 営業取引の取引高
　　売上高 59,782千円

質価額とを比較し、実質価額が取得原価と比べて50％以上低下した場合は、回復可能性の
判定を行った上で、評価減を実施しております。

　　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があ
り、実際の関係会社の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の計算書類において、重要
な影響を与える可能性があります。

⑶　貸倒引当金
　①　当事業年度の計算書類に計上した金額

　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　　当社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、損失の見積額について、貸倒引当金

を計上しております。一般債権は、貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債
権は、債権額から回収見込み額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営
成績を考慮して貸倒見積額を算定する財務内容評価法に基づきそれぞれ引当金を計上し
ております。

　　　　なお、相手先の財政状況が悪化した場合、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を
与える可能性があります

４. 貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　　　58,347千円

　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

⑵ 保証債務

⑶ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

５. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
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個別注記表

② 営業取引以外の取引高
　　営業外収益
　　営業外費用

695千円
200千円

繰越欠損金 966,196千円
投資有価証券 16,407千円
関係会社株式 193,959千円
減価償却費 8,582千円
貸倒引当金 397,454千円
未払事業税 5,093千円
その他 32,675千円

繰延税金資産小計 1,601,268千円
評価性引当額 △1,601,268千円

繰延税金資産合計 －千円

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度における自己株式の種類及び株式数
普通株式　　　　　　　　　93株

７. 税効果会計に関する注記
①　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　　②　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日国会で成

立し、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われる
ことになりました。これに伴い、2026年４月１日以後開始する連結開始年度以降に解消が見
込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を
30.62％から31.51％に変更し計算しております。この変更による影響は軽微であります。

８. リースにより使用する固定資産に関する注記
該当事項はありません。

－ 40 －



2025/10/31 11:33:01 / 25234999_ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社_招集通知

個別注記表

種類
会社等の

名称
又は氏名

資本金
又は

出資金
(千円)

事業の
内容

又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
(千円) 科目

期末
残高

(千円)

役員 田邊󠄅勝己 ― ―
（被所有)

直接
5.69％

―
新株予約権

の行使
(注1)

80,000
新株

予約権
(注１)

２

役員 國吉芳夫 ― ―
（被所有)

直接
0.02％

― 資金の貸付
(注２) － 役員長期

貸付金 16,561

９. 関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

　取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. 2023年10月24日開催の取締役会決議加え、同年11月28日開催の定時株主総会に

て承認可決した第15回新株予約権の行使によるものであります。
        ２. 資金の貸付に係る利息については、当社の経営判断に基づき、双方協議の上決定し

ております。
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個別注記表

種類 会社等の
名称

資本金
又は出
資金

(千円)

事業の内
容又は職

業

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
(千円) 科目

期末
残高

(千円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

子会社
WHDCアク
ロ デ ィ ア 株
式会社

10,000 ソリューシ
ョン事業

直接
100%

役員
1名 ―

経営指導
料の受取

(注1)
18,000 売掛金

(注4) 14,872

子会社 株式会社
渋谷肉横丁 66,500 飲食関連

事業
直接

100%
役員
1名 －

経営指導
料の受取

(注1)
6,000 売掛金

(注4) ―

資金の
貸付

（注2）
40,000

短期
貸付金 13,333

関係会社
長期

貸付金
(注2，4)

302,222

利息の
受取
(注2)

56
未収
入金
(注4)

19,464

子会社
株式会社
インター
プラン

20,000 教育関連
事業

直接
100% ― ―

受取
配当金 16,982 その他利

益剰余金 ―

経営指導
料の受取

(注1)
9,000 売掛金

(注4) ―

未払金 138 立替金 138

子会社

株式会社

SOUND 

PORT

15,010

エンタ

テインメント

事業

直接

85.07％
― ― 資金の

回収 26,300

関係会社
長期

貸付金
(注2，4)

―

短期
貸付金

(注2，4)
―

子会社
Pavilions

株式会社
5,000

エンタ

テインメント

事業

直接

85％
― ―

資金の
回収 33,026

関係会社
長期

貸付金
(注2，4)

34,741

短期
貸付金

(注2，4)
29,989

利息の
受取
(注2)

498
未収
入金
(注4)

３

子会社及び関連会社等
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個別注記表

種類 会社等の
名称

資本金
又は出
資金

(千円)

事業の内
容又は職

業

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
(千円) 科目

期末
残高

(千円)
役員
の兼
任等

事業
上の
関係

子会社
株式会社サ
ンライズジ
ャパン

100
ライフ

スタイル
事業

直接
51%

役員

1名
―

資金の
貸付
(注2)

100,000
短期

貸付金
(注2，4)

7,255

資金の
回収 5,380

関係会社
長期

貸付金
(注2，4)

87,365

利息の
受取
(注2)

３
未収
入金
(注4)

３

株式会社渋谷肉横丁 35,111千円

⑴ １株当たり純資産額 12円25銭
⑵ １株当たり当期純損失 ２円13銭

　取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 経営指導料は、各関連当事者への役務提供内容を勘案して決定しております。
　　　２. 資金の貸付及び利息の受取については、業務内容を勘案し、双方協議の上決定して

おります。
３. 資金の借入及び利息の支払については、業務内容を勘案し、双方協議の上決定して

おります。
4. 子会社への貸倒懸念債権に対し、合計335,062千円の貸倒引当金を計上しておりま

す。また、当事業年度において、各社の貸倒引当金繰入額計上額は以下となりま
す。

10．収益認識に関する注記
　　　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に関する事項　(５)収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
連結注記表「９．重要な後発事象に関する注記」に記載のとおりであります。
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